
　

里
帰
り
出
産
や
入
院
な
ど
一
時
的
に

県
外
に
滞
在
し
、
滞
在
先
の
医
療
機
関

で
定
期
予
防
接
種(

お
子
さ
ん
の
四
種
混

合
や
Ｂ
型
肝
炎
、
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
な
ど)
を
受
け
る
場
合
は
、
市

が
発
行
す
る｢

予
防
接
種
実
施
依
頼
書｣

が
必
要
で
す
。

　

依
頼
書
の
発
行
ま
で
２
週
間
程
か
か

り
ま
す
の
で
、
手
続
き
は
お
早
め
に
お

願
い
し
ま
す
。

接
種
費
用
▼

一
旦
全
額
を
自
己
負
担
で
お

支
払
い
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
申
請
に

よ
り
、
市
の
定
め
る
額
の
範
囲
内
で
助

成
し
ま
す

申
請
方
法
▼

市
保
健
所
健
康
管
理
課(

八

橋)

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
同
課
へ

お
持
ち
に
な
る
か
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

広
報
ID
番
号 

１
０
０
５
５
７
９

●
問
い
合
わ
せ　

　

健
康
管
理
課
☎(

８
８
３)

１
１
７
９

　

｢

子
ど
も
福
祉
医
療
制
度｣｢

障
が
い
児

(

者)

の
福
祉
医
療
制
度｣

の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
か
た
は
、
申
請
す
る
と｢

福
祉

医
療
費
受
給
者
証｣

が
交
付
さ
れ
、
診
療

の
際
に
受
給
者
証
と
健
康
保
険
証
を
一

緒
に
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

保
険
診
療
の
自
己
負
担
分(

１
〜
３
割)

が

助
成
さ
れ
ま
す
。

◆
申
請
と
変
更
手
続
き
の
窓
口

①
子
ど
も
の
福
祉
医
療
制
度
は

　

子
ど
も
総
務
課(

市
役
所
２
階)

☎(

８
８
８)

５
６
９
１

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
８
８)

５
６
９
３

②
障
が
い
児(

者)

の
福
祉
医
療
制
度
は

　

障
が
い
福
祉
課(

市
役
所
１
階)

☎(

８
８
８)

５
６
６
３

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
８
８)

５
６
６
４

＊
①
②
と
も
各
市
民
Ｓ
Ｃ(

中
央･

東
部･

南
部
別
館
を
除
く)

、
駅
東
Ｓ
Ｃ
で
も

受
け
付
け
ま
す
。
①
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の｢

秋
田
市
電
子
申
請･

届
出

サ
ー
ビ
ス｣

か
ら
電
子
申
請
の
手
続
き

も
可
能
で
す
。

◆
広
報
ID
番
号 

１
０
０
２
６
９
５

①
子
ど
も
の

　

福
祉
医
療
制
度
の
対
象

▼
０
歳(

全
員)

　

入
院･

通
院
医
療
費
を
全
額
助
成
し
ま

す
。
所
得
確
認
あ
り

▼
１
〜
６
歳(

全
員)

　

入
院･

通
院
医
療
費
を
助
成
し
ま
す
。

所
得
確
認
あ
り

▼
小･

中
学
生

　

入
院･

通
院
と
も
に
所
得
制
限
あ
り

＊
お
子
さ
ん
が
１
歳
以
上
で
市(

区
町
村)

民
税
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
世

帯
は
、
自
己
負
担
額
の
半
額
を
お
支

払
い
い
た
だ
き
ま
す
。
０
歳
の
お
子

さ
ん
は
自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

＊
自
己
負
担
は
、
医
療
機
関(

入
院･

通

院
そ
れ
ぞ
れ)

や
薬
局
ご
と
に
月
額

１
千
円
が
上
限
で
す
。

▼
ひ
と
り
親
家
庭
、
父
母
が
い
な
い
家

庭
、
父
か
母
が
重
度
の
身
体
障
害
者

手
帳
を
お
持
ち
の
家
庭

　

18
歳
ま
で
の
お
子
さ
ん(

18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で)

が
対
象
で
す
。
所
得
制
限
あ
り
。
お

子
さ
ん
が
就
職
な
ど
で
、
社
会
保
険

本
人(

※)

に
な
る
と
該
当
し
ま
せ
ん

②
障
が
い
児(

者)

の

　

福
祉
医
療
制
度
の
対
象

▼
重
度
心
身
障
が
い
児(

者)

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
か
療
育

手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の
か
た
。
社
会
保

険
本
人(

※)

は
所
得
制
限
あ
り

▼
高
齢
身
体
障
が
い
者

　

65
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳
４
〜

６
級
を
お
持
ち
の
か
た
。
所
得
制
限

あ
り
。
社
会
保
険
本
人(

※)

は
該
当
し

ま
せ
ん

※
＝
秋
田
市
国
民
健
康
保
険
、
国
民
健

康
保
険
組
合
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
以
外
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の

こ
と

◆
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
に

　

必
要
な
書
類
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

　

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
は
、
毎
年
８

月
１
日
に
更
新
さ
れ
ま
す
。
次
の
と
お

り
該
当
す
る
か
た
に
、
そ
れ
ぞ
れ
届
出

書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　

届
出
書
を
期
限
ま
で
に
提
出
し
た
場

合
、
７
月
下
旬
に
支
給
判
定
結
果
を
お

知
ら
せ
し
ま
す(

受
給
対
象
者
に
は
新
し

い
受
給
者
証
を
同
封
し
ま
す)

。

▼
該
当
す
る
内
容
と
送
付
し
た
書
類

　

｢

乳
幼
児･

小
中
学
生｣

の
制
度
に
該
当

し
、
所
得
確
認
が
必
要
な
か
た

→
税
情
報
等
確
認
届

　

｢

ひ
と
り
親
家
庭
等｣

の
か
た
→
現
況
届

　

｢

障
が
い
児(

者)｣

の
か
た→

更
新
申
請
書

◆
新
規
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

新
た
に
受
給
者
証
を
申
請
す
る
場
合

は
、
対
象
が｢

乳
幼
児･

小
中
学
生｣

の
か

た
は
７
月
５
日
(月)
か
ら
、
そ
れ
以
外
の

か
た
は
７
月
12
日
(月)
か
ら
、
上
記
の
子

ど
も
総
務
課
ま
た
は
障
が
い
福
祉
課
で

受
け
付
け
ま
す
。

＊
令
和
２
年
度
に
所
得
制
限
を
超
え
た

た
め
該
当
し
な
か
っ
た
か
た
で
も
、

申
請
に
よ
り
今
年
度
は
該
当
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

＊
ひ
と
り
親
家
庭
の
か
た
で
、｢

乳
幼
児

･

小
中
学
生｣

の
福
祉
医
療
制
度(｢

対

象
区
分
お
よ
び
負
担
者
番
号｣

の
上
２

桁
が｢

74｣)

を
お
持
ち
の
か
た
は
、
申

請
に
よ
り｢

ひ
と
り
親
家
庭｣

の
制
度

に
切
替
可
能
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

12文中の｢広報ID番号｣を、秋田市ホームページ上の
検索画面(右)に入力すると当該ページへ移行します

サイト内検索 よくある質問検索 広報 ID 検索

｢広報ID番号｣をここに入力！ 市外局番＝☎018

●文中の｢SC｣はサービスセンターの略

市役所市役所からのからのお知らせお知らせ

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
助

成
さ
れ
る
福
祉
医
療
費
受
給

者
証
の
申
請
を
し
ま
し
ょ
う

県
外
で
の
予
防
接
種
は

依
頼
書
が
必
要
で
す
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児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
か
た

へ
、
６
月
上
旬
に
現
況
届
の
用
紙(

ピ
ン

ク
色)

を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
提
出
が

ま
だ
の
か
た
は
、
な
る
べ
く
郵
送
で
早

め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い(

公
務
員
は
職

場
で
の
手
続
き
に
な
り
ま
す)

。

●
問
い
合
わ
せ　

　

子
ど
も
総
務
課
☎(

８
８
８)
５
６
８
９

　

市
に
申
し
出
が
あ
っ
た
社
会
福
祉
法

人
が
提
供
し
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
料
が
軽
減
さ
れ
る｢

社
会
福
祉
法
人

利
用
者
負
担
軽
減
確
認
証｣

の
申
請
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
、
確
認
証
を
お
持
ち
の

か
た
は
、
７
月
31
日
(土)
で
期
限
が
切
れ

ま
す
の
で
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
▼

①
〜
⑥
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

し
、
収
入
や
世
帯
状
況
、
利
用
者
負
担

な
ど
を
勘
案
し
、
生
計
が
困
難
で
あ
る

と
市
が
認
め
た
か
た
。
軽
減
割
合
は
、

利
用
者
負
担
額
の
25
％(

老
齢
福
祉
年
金

受
給
者
は
50
％)

で
す
。

①
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

②
年
間
収
入
が
単
身
世
帯
で
150
万
円(

世

帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に
50
万
円

を
加
算)

以
下

③
預
貯
金
な
ど
の
額
が
、
単
身
世
帯
で

350
万
円(

世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と

に
100
万
円
を
加
算)

以
下

④
日
常
生
活
に
供
す
る
資
産(

住
居
な
ど)

以
外
に
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

⑤
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
な
ど
に
扶
養

さ
れ
て
い
な
い(

所
得
税
や
市
町
村
民

税
の
扶
養
控
除
対
象
者
と
な
っ
て
い

な
い
こ
と)

⑥
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

 【
軽
減
対
象
】
　

※
＝
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
含
む

在
宅
サ
ー
ビ
ス
…
訪
問
介
護
、
通
所
介

護
お
よ
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
短

期
入
所
生
活
介
護(

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ)

(
※)

、
定
期
巡
回･

随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護(

※)

、
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護(

※)

、
看
護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
、
介
護
予
防･

日
常
生

活
支
援
総
合
事
業

施
設
サ
ー
ビ
ス
…
介
護
老
人
福
祉
施
設

お
よ
び
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設(

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム)

＊
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
か
た
の

場
合
は
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
短
期
入

所
生
活
介
護(

※)

と
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

介
護
老
人
福
祉
施
設
お
よ
び
地
域
密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
利
用
が
対

象
と
な
り
、
居
住
費(

滞
在
費)

の
全
額

を
軽
減
し
ま
す
。

申
請
方
法
▼

介
護
保
険
課(

市
役
所
２
階)

に
あ
る
申
請
書(

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可)

、
課
税
状
況
の
調

査
へ
の
同
意
書(

世
帯
全
員
の
同
意
と
自

署
が
必
要)

、
収
入
状
況
等
申
告
書
に
必

要
事
項
を
書
い
て
、
収
入･

資
産･

預
貯

金･

扶
養
状
況
を
確
認
で
き
る
書
類
と
一

緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

◆
広
報
ID
番
号 

１
０
０
４
７
９
９

●
問
い
合
わ
せ
　

　
介
護
保
険
課
☎(

８
８
８)

５
６
７
４

　

令
和
３
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
免

除
申
請
を
７
月
１
日
(木)
か
ら
受
け
付
け

ま
す
。
国
民
年
金
に
は
、
所
得
の
減
少

や
失
業
な
ど
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
と
き
に
、
本
人
の
申
請
に
よ
り
免
除

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
に
は
、｢

全
額
免
除｣｢

４
分
の
３

免
除｣｢

半
額
免
除｣｢

４
分
の
１
免
除｣

が

あ
り
、
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前

年
所
得
で
審
査
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
50

歳
未
満
の
か
た(

学
生
を
除
く)

が
対
象
の

｢

納
付
猶
予
制
度｣

も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
か
た
に

は
、
臨
時
的
免
除
申
請
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

免
除
申
請
な
ど
が
承
認
さ
れ
る
と

▼
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
を
受
け

る
た
め
の
資
格
期
間(

10
年)

に
入
り
ま

す
。
一
部
免
除
は
、
そ
の
保
険
料
を

納
付
す
る
と
資
格
期
間
に
入
り
ま
す

(

障
害
基
礎
年
金
の
要
件
で
あ
る
納
付

済
期
間
に
も
入
り
ま
す)

。

▼
免
除･

猶
予
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料

は
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
後
で
納
め
る

(

追
納)

こ
と
が
で
き
、
納
め
た
分
は
年

金
受
給
額
に
反
映
し
、
計
算
さ
れ
ま

す(

３
年
目
以
降
の
分
を
追
納
す
る
場

合
、
当
時
の
保
険
料
に
一
定
額
が
加

算
さ
れ
ま
す)

。

＊
学
生
を
対
象
と
し
た
、｢

学
生
納
付
特

例｣

も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

免
除
の
申
請
窓
口(

平
日
の
み)

国
保
年
金
課(

市
役
所
１
階)

、
市
民
Ｓ
Ｃ

(

中
央･

東
部･

南
部
別
館
を
除
く)

、
駅
東

Ｓ
Ｃ
、
岩
見
三
内･

大
正
寺
の
各
連
絡
所

申
請
に
必
要
な
も
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
ま
た
は

年
金
手
帳
、
本
人
確
認
書
類(

マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど)

。
失
業
や
災
害
な
ど

が
理
由
の
か
た
は
、
そ
の
証
明
書
類(

雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証･

離
職
票･

罹り

災

証
明
書
な
ど)

＊
申
請
日
か
ら
原
則
２
年
１
か
月
前
ま

で
遡

さ
か
の
ぼ

っ
て
申
請
で
き
ま
す
。
申
請
は

年
度
単
位
。
保
険
料
の
年
度
区
分
は

７
月
〜
次
の
年
の
６
月
で
す
。

＊
審
査
結
果
は
、
申
請
か
ら
２
〜
３
か

月
後
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
通
知
書

が
送
ら
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
秋
田

年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
☎(

８
６
５)

２
３
９
２

●
問
い
合
わ
せ
　

　
国
保
年
金
課
☎(

８
８
８)

５
６
３
３

児
童
手
当
現
況
届
の

提
出
は
お
済
み
で
す
か

社
会
福
祉
法
人
利
用
者
負
担

軽
減
確
認
証
の
申
請
を

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

申
請
を
受
け
付
け
ま
す


